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【議案第１２４号関係】

秋田県新型インフルエンザ等対策本部条例の一部を改正する条例案の概要

保健・疾病対策課

１ 改正理由

新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律（令和２年法律第

４号）の施行に伴い、所要の規定の整理を行う必要がある。

２ 改正内容

この条例の施行の日から新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法

律第３１号）附則第１条の２第１項の政令で定める日までの間における秋田県新

型インフルエンザ等対策本部条例（平成２５年秋田県条例第１７号）第１条の規

定の適用については、同条中「第２６条」とあるのは「第２６条（同法附則第１

条の２第１項の規定によりみなして適用する場合を含む。）」と、「第２２条第

１項」とあるのは「第２２条第１項（同法附則第１条の２第１項の規定によりみ

なして適用する場合を含む。）」とすることとする。（附則第２項関係）

３ 施行期日

この条例は、公布の日から施行することとする。
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